
開　催　日 平成２０年10月1日（水）　14：00～16:00　　

出　席　者 区民5名・四谷特別出張所副所長　協議会担当職員

テ　ー　マ 秋の花いっぱい運動について

（１）秋の花いっぱい運動について

　　決定開催日時

　　四谷小　　　１１月５日　10：３０～１２：００　　１０：１５集合

　　四谷第六小　１１月６日　９：３０～１１：３０　　　９：１５集合

　●計画

　　　　①プランター

　四谷小学校　　当日持ち込めない方のためのプランターを事前に回収する。（回収日１１月２日もしくは３日）

　　　　　　　　　　当日、欠席及び持ち帰りできない場合は植込み終了後は、車（手配済み）で配達する。

　四谷第六小学校　　四谷ひろばで事前に土を再生する。（１０月後半　調整中）

　　　　　　　　　　　　　　　※左門、信濃町に回収を確認する必要がある。

※プランター破損交換に備えて　２０ヶ　参加出資金から購入する。（２０ヶ×＠５８０円×１．０５＝１２，１８０円）

　　　　②花苗、肥料等の購入について

　　　　予算残額一覧表

　　見積り・・・・会議後花苗単価が値下げされました。（10月8日決定額）

　　　　　　　　各学校に花苗(パンジー)４０ヶ補助　　　　　８０ヶ×＠２２０円×１．０５＝１８，４８０円

　　　　　　　　四谷小学校・・・　１プランター４ヶ×６５プランター＝２６０ヶ×２２０円＝５７，２００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥料等19,920円　消費税３，８５６円　　　　　　　計８０，９７６円

　　　　　　　四谷第６小学校・・１プランター４ヶ×３０プランター＝１２０ヶ×２２０円＝２６，４００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥料等７，５６０円　消費税１，６９８円　　　　　　 計３５，６５８円

○周　知　　参加者には１０月１４日頃発送

（２）花いっぱい運動の今後の取り組み（方向性）・・前回に引続き意見交換

○申込単位を町会ごとにお願いした時、町会ごとに対応が違うことが課題だと思う。

○参加していただく条件を検討していきたい。（案）

　・道路に面した所に置いて道行く人に眺めていただける場所に置いていただきたい。

　・公道に置かずに敷地内に置いていただく。（道路の不法占拠とならない配慮をしていただく）

　・小学生と交流して植え込みをすることが目的であることを理解していただける方。

　・事前作業（土の追肥、プランターの洗浄等）のお手伝いをしていただきたい。

　・ご自身で運搬できる方。

○来年度について

　・中心となって活動に協力していただける方にお声がけしたい。

　・今回で退会される方に貸与していたプランターは回収させていただく。

　・四谷第六小学校分は残り１年同じ体制で活動。他四谷全域に幅広く呼びかけていく。

（３）その他

○まち美化・水道局協働事業について

　地域センター前の花壇植込みに協力する。

　日程は次回１０月２１日　まち美化会議で決定してもらう。

次回日程 （決定）１１月１２日（水）14:00～　　　　　　「水道局・まち美化・第３分科会協働事業」

テーマ 地域センター前花壇の整備後合同会議　「歩道のガム取りについて」等

四谷地区協議会　第３分科会　みどり・環境・リサイクル　　　　　平成20年度第　5　回

会議内容
意見交換等

 協定額 春の支出 残額 
四谷小学校 ２００，０００円 ９４，０８０円 １０５，９２０円 
四谷第六小 ９４，５００円 ４５，３６０円 ４９，１４０円 
参加費 繰越３０，０８０円 ５，８００円 ２４，２８０円 
 


